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１ はじめに 

 

建設工事は、目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、その品質が受注者の技術

的能力に負うところが大きいこと、個別の工事により品質に関する条件が異なることなどの特性

を有しています。 

公共工事に関しては、国及び地方公共団体ともに厳しい財政状況にあり、公共投資が減尐する

中でその受注をめぐる価格競争が激化し、著しい低価格による入札が急増しています。 

これにより、工事中の事故や手抜き工事の発生、下請業者や労働者へのしわ寄せ等による公共

工事の品質の低下が懸念されています。 

 

このような社会状況を踏まえ、公共工事の品質確保を目的に 

 

 

が施行されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、品確法を総合的に推進するため、 

 

 

 

が閣議決定されました。 

 

 

 

 

 

 

としています。 

平成１７年４月に、｢公共工事の品質確保の促進に関する法律｣（品確法） 

平成 17 年 8 月 26 日に、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に

推進するための基本的な方針」（基本方針） 

品確法では、「公共工事の品質は、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、

価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならな

い。」とし、公共工事の品質確保に当たっては、「民間事業者の能力が適切に評価され、並びに

入札及び契約に適切に反映されること、民間事業者の積極的な技術提案及び創意工夫が活用さ

れること等により民間事業者の能力が活用されるよう配慮されなければならない。」と規定し

ており、この品確法の基本理念を実現する主要な取組みとして、総合評価落札方式の適用が示

されています。 

基本方針では、「我が国の建設業界の潜在的な技術力は高い水準にあることから、公共工事

の品質確保を促進するためには、民間企業が有する高い技術力を有効に活用することが必要で

あり、公共工事の品質確保を図るためには、発注者が主体的に責任を果たすことにより、技術

的能力を有する競争参加者による競争が実現され、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素

をも考慮して価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることが重要である。 

本「手引き」は、新潟市における総合評価落札方式に関する基本的事項を示すものです。 
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（１）総合評価落札方式とは 

総合評価落札方式とは、発注者が入札参加者に施工計画や施工能力等についての技術資料の

提出を求め、入札参加者の技術的能力を適切に評価し、その技術評価点と価格を総合的に評価

して、落札者を決定する方式です。 

この方式は、従来の価格のみによって落札者を決定する方式と異なり、価格以外の多様な要

素を考慮するという点で高い技術能力等を有する入札参加者が落札者となる可能性が高くな

り、工事品質の確保及び向上、企業間における技術力競争の促進、談合の抑制等の効果が期待

できます。 

 

（２）総合評価方式の導入の意義 （国土交通省 総合評価実施マニュアルより） 

総合評価方式には次のようなメリットがあり，これにより，高い技術的能力と地域の発展に

対する強い意欲を持つ建設業者が成長できる環境が整備されます。 

① 価格と品質が総合的に優れた調達により，優良な社会資本整備を行うことができる。 

② 必要な技術的能力を有する建設業者のみが競争に参加することにより，ダンピングの防止，

丌良・丌適格業者の排除ができる。 

③ 技術的能力を審査することにより，建設業者の技術力向上に対する意欲を高め，建設業者

の育成に貢献する。 

④ 価格と品質の二つの基準で業者を選定することから，談合防止に一定の効果が期待できる。 

⑤ 総合評価方式の活用により，地域の建設業者の役割を適切に評価することも可能となり，

一般競争入札の導入・拡大を進めやすくなることから透明性の確保が図れ，納税者の理解を

促進する。  

 

（３）落札者の決定方法 

総合評価落札方式における落札者の決定方法は２種類あり， 

① 予定価格等の制限の範囲内で入札価格に基づいて算定した価格評価点に、入札参加者から

提出された技術資料に基づいて各評価項目を点数化した技術評価点を加えて総合評価点（評

価点）とする方法で、総合評価点の最も高い入札参加者を落札者とする方法。（加算方式） 

 

 

② 技術評価点を入札価格で除する方法で、総合評価点の最も高い入札参加者を落札者とする

方法。（除算方式） 

【注】新潟市における総合評価方式入札では、加算式を採用しています。 

 

評価点 ＝ 価格評価点 ＋ 技術評価点 
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２ 新潟市における総合評価方式 

   

新潟市においては、平成 18 年 7 月 18 日に簡易型、標準型、高度技術提案型という３つの方

式の区分からなる新潟市建設工事総合評価方式試行要領を定め、試行を開始しました。 

試行の開始以来、各年度において，その試行結果や様々な意見等を踏まえ、評価項目や配分点数

等の検証及び見直しを行い、総合評価方式による一般競争入札を推進しています。 

   

（１）総合評価落札方式の試行状況 

年度ごとの試行状況は、以下の通りとなっています。 

（標準型、高度技術提案型については、これまで試行実績がありません。） 

 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 計 

特別簡易型 ０ ７ 126 103 119 245 600 

簡 易 型 ４ ３ 11 12 ６ 30 66 

年度毎集計 ４ 10 137 115 125 275 666 

  

（２）総合評価落札方式の見直し経緯 

平成 18 年 7 月 18 日に定められた新潟市建設工事総合評価方式試行要領では、簡易型、

標準型、高度技術提案型という３つの区分でスタートしましたが、平成 19 年 12 月 20 日の

改正施行により特別簡易型が加わりました。 

 

以後、総合評価方式の見直しは、主に特別簡易型、簡易型について行ってきました。 

特別簡易型については、平成 22 年６月 11 日の改正施行から、「施工実績評価型」及び「地

域貢献度評価型」に区分し、発注工事金額の規模に応じた評価などを目的とした改善を行いま

した。 

簡易型についても同様に、平成 22 年６月 11 日の改正施行から、発注工事金額の規模に応

じて評価することとし、3 つのタイプを設け改善を行いました。 

価格評価点及び技術評価点の配点については、下記のように見直しをしてきました。 

① 価格評価点は、年度を追うごとに引き下げ傾向にあります。 

② 一方、技術評価点は、年度を追うごとに引き上げ傾向となっています。 

これは、年度進行とともに企業の技術力を重視する傾向にあることを示すとも言えます。 

 

（３）総合評価落札方式の適用対象工事 

本市において、総合評価落札方式の適用対象となる工事は、新潟市建設工事一般競争入札実

施要綱第２条の規定による「新潟市請負工事入札参加資格要件等審査委員会又は新潟市請負工

事等区役所審査委員会（以下「入札審査委員会」という。）が審査する一般競争入札に参加で

きる資格要件に係る全体工事費によるものとしています。取扱い経過を以下に記します。 
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① 平成 18 年度の試行から平成 23 年 10 月 10 日までは概ね 1,000 万円以上の工事 

② 平成 23 年 10 月 11 日以降の入札公告からは、2,500 万円（建築一式工事は 5,000 万

円）以上の工事 

 

３ 平成 24 年度 総合評価方式試行の改正について 

  平成24年度の総合評価方式の改正にあたっては、以下の項目に留意しました。 

（１）改正の基本的方針 

公共工事品質を確保しつつ、下記のことについて検討する。 

・ 技術力があり、地域の安心安全に貢献する企業が参加しやすい評価方法とする。 

・ 工事の種類や工事規模、参加企業の規模に応じて評価項目を設定する。 

・ 本年度実施したアンケート調査や各建設業協会等との意見交換会での意見や要望を参考

としながら改善を図る。 

 

（２）対象工事 

① 土木工事などは2,500万円以上、建築一式工事では5,000万円以上の工事とし、対象工

事件数（下記総合評価方式の対象としない工事を考慮後）の概ね４０％程度、約１６０件 

 （総合評価対象案件 区発注のもの：本庁発注のもの＝(概ね) ３０％：７０％） 

② 総合評価方式の対象としない工事 

・ 学校などの工事で、休業期間の施工を必要とし、施工時期に制約がある工事 

・ 新潟市での発注実績が非常に尐なく、工事経験者が極端に有利になる工事 

      

（３）評価項目・配点の見直し 

① 地域の安心安全の確保に貢献する企業が参加しやすい評価方法とし、工事成績平均点の配

点を下げる。 

② 技術力のある企業が参加しやすい評価方法とし、地域貢献度の配点の軽減や案件により評

価しない項目を設定することにより相対的に技術力の評価を上げる。 

③ 経済状況が厳しい中、企業の負担軽減のため新規雇用の配点を軽減し区発注案件では評価

対象とせず、障がい者雇用については評価を廃止する。 

④ 若手技術者を育成する観点から、小額工事における同種工事の成績の評価を廃止又は、配

点を軽減する。 

⑤ 小額工事において案件により、現場代理人としての経験を評価する。 

⑥ 限られた契約企業が評価の対象となる緊急修繕については、評価を廃止する。 

 

（４）受注機会の平準化 

多くの企業の総合評価方式への参加を促進するため、持ち点制を設け、受注回数に応じて持

ち点を減点する。（持ち点２点 ⇒ １回の受注で０.４点の減点、５回受注で持ち点０点） 
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（５）総合評価方式試行要領の改正 

 

平成 24 年４月１日付けで、新潟市建設工事総合評価方式試行要領第 2 条で規定する評価の

区分を以下のよう改正しました。 

    改正の該当箇所は、特別簡易型に関するものです。 

これまでの「地域貢献度評価型」及び「施工実績評価型」を「企業育成型」及び「通常型」に

改めました。 

 

（ア）特別簡易型 

特別簡易型は、技術的な工夫の余地が小さい工事を対象に、施工の確実性を確保するため、

同種工事における工事成績又は施工実績並びに同種・類似工事における施工実績等の技術力

と価格とを総合的に評価するものするものです。 

① 企業育成型（Ⅰ型・Ⅱ型）：比較的小額な工事において、必要とする技術力を保持して

いる企業を評価するもの 

② 通常型（Ⅰ型～Ⅲ型）  ：比較的小額な工事以外の工事において、必要とする技術力

の保持に加えて地域や社会への貢献をしている企業を重視

して評価するもの 

（イ）簡易型 

簡易型は、技術的な工夫の余地が小さい工事を対象に、施工の確実性を確保するため、同

種工事における工事成績及び施工実績並びに同種・類似工事における施工実績等に加え、簡

易な施工計画の提案を求め、技術力と価格とを総合的に評価するものです。 

（ウ）標準型 

標準型は、技術的な工夫の余地の大きい工事で、工事内容を実現するための施工上の技術提

案を求める場合において、同種工事における工事成績及び施工実績並びに同種・類似工事にお

ける施工実績等に加え、安全対策、交通・環境への影響、工期の縮減等の観点から技術提案（具

体的な施工計画）の提出を求め、技術力と価格とを総合的に評価するものです。 

（エ）高度技術提案型 

高度技術提案型は、技術的な工夫の余地の大きい工事を対象に、構造物の品質向上を図るた

めの高度な技術提案を求める場合において、同種工事における工事成績及び施工実績並びに同

種・類似工事における施工実績等に加え、強度、耐久性、維持管理の容易さ、環境の改善への

寄不、景観との調和、ライフサイクルコスト等の観点から高度な技術提案を求め、技術力と価

格とを総合的に評価するものです。 

平成 24 年度
の改正で，新
たに設定した
型です。 
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４ 平成 24 年度の具体的な改正点 

下記に、平成２３年度評価内容を平成２４年評価として改めた概要を示します。 

【簡易型に関する事項】   「簡易な施工計画」：配点８点を９点に変更 

【特別簡易型に関する事項】 「地域貢献度評価型」及び「施工実績評価型Ⅲ型～Ⅰ型」を 

「企業育成型Ⅰ型・Ⅱ型」及び「通常型Ⅰ型～Ⅱ型」とし「通常型Ⅲ型」を新設 

【簡易型及び特別簡易型に関して共通の事項】  

①【評価項目】の工事の施工能力の企業に関する事項 

・ 工事成績（平均点）について、それぞれの評価区分で１～３点引き下げしました。 

・ 「総合評価方式受注回数（減点）」は、今年度新たに設けた評価項目であり、できるだけ多くの企

業から総合評価方式に参加していただけるよう受注回数による減点方式を取り入れたものです。 

評価項目 
特別簡易型 簡易型 

企業育
成Ⅰ型 

企業育
成Ⅱ型 

通常型
Ⅰ型 

通常型
Ⅱ型 

通常型
Ⅲ型 

Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 

工事成績（平均点） 配点２～３点減点 配点１～２点減点 新設(６) 配点１～２点減点 

同種工事の 
工事成績（回数） 

  
配点１
点減点 

  
新設 

（配点
２点） 

   

同種・類似工事の 
施工実績 

   
配点１
点減点 

配点１
点減点 

  

総合評価方式 
受注回数（減点） 

新設（配点２点） 新設（配点２点） 

②【評価項目】の工事の施工能力の配置予定技術者に関する事項 

・ 同種工事の工事成績及び同種・類似工事の施工実績について、企業育成型（Ⅰ型）では評価の対象

としないこととしました。 

・ 同種・類似工事の施工実績について、平成 23 年度において評価した主任技術者（監理技術者）あ

るいは担当技術者での評価を取り止め、主任技術者（監理技術者）としての単独の評価に変更しま

した。 

・ 同種・類似工事の施工実績について、現場代理人、現場代理人又は担当技術者での評価をそれぞれ

企業育成型Ⅰ型又は企業育成型Ⅱ型で取り入れました。 

評価項目 
特別簡易型 簡易型 

企業育

成Ⅰ型 

企業育

成Ⅱ型 

通常型

Ⅰ型 

通常型

Ⅱ型 

通常型

Ⅲ型 
Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 

国家資格   新設(１)  

同種工事の 
工事成績 

  
配点１
点減点 

  

 
新設 

（配点

２点） 

配点１
点減点 

  

同種・類似工事の
施工実績（主任等） 

  

新設 
（配点 
１点） 

 
配点１
点減点 

   

同種・類似工事の
施工実績（現場代
理人等） 

新設 
（配点 
１点） 

  

③【評価項目】の地域・社会貢献度に関する事項 

・ 地域・社会貢献度で設定される評価項目の配点を全体的に引き下げました。 

・ 緊急修繕の評価については、総合評価方式の評価項目としないこととしました。 

・ 障がい者雇用の評価については、総合評価方式の評価項目としないこととしました。 

・ ボランティア活動の評価について、過去（最長 3 カ年度）において継続して活動してきた入札参加

者の貢献度を尊重した評価方法に変更しました。 

・ 市内企業の活用の評価について、区役所発注工事について評価点の配分を１点高めました。 

・下表において空欄は，変更なしを示します。 
・下表において通常型Ⅲ型の（）は，点数を示し

ます。 
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評価項目 
特別簡易型 簡易型 

企業育
成Ⅰ型 

企業育
成Ⅱ型 

通常型
Ⅰ型 

通常型
Ⅱ型 

通常型
Ⅲ型 

Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 

災害時活動協力  配点１点減点 新設(１)  

除雪協力   新設(２)  

地域内拠点  配点 0.5 点増点 
新設
(0.5) 

配点 0.5
点減点 

配点 0.5 点増点 

緊急修繕 項目削除 項目削除  項目削除 

新潟市消防団協力  
配点１
点減点 

配点 1.5 点減点 
 

新設
(0.5) 

配点 0.5 点減点 

高齢者雇用  配点 1.5 点減点 配点 0.5 点減点 

障がい者雇用 項目削除 項目削除  項目削除 

次世代育成支援  配点 1.5 点減点 
 

新設
(0.5) 

配点 0.5 点減点 

ボランティア活動  
配点１
点減点 

配点 1.5 点減点 配点 0.5 点減点 

市内企業の活用 配点１点増点  新設(２)  

④【評価項目】客観的な優良性に関する事項 

・ 「ISO14001」、「ISO9001」及び「エコアクション 21」の評価について、平成 23 年度におい

て相互にグループ化して評価していましたが，平成 24 年度においては、それぞれを単体で取り扱

い評価することとしました。（ただし，「エコアクション 21」の評価については、5 月中旬以降 12

月までの公告において，評価項目としないこととしています。単独の扱いについても変更予定。） 

評価項目 
特別簡易型 簡易型 

企業育
成Ⅰ型 

企業育
成Ⅱ型 

通常型
Ⅰ型 

通常型
Ⅱ型 

通常型
Ⅲ型 

Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 

ISO 9001 の 

認証取得 
非対象 評価内容を変更 

 

 
新設 

(２点) 

評価内容を変更 

ISO140001 の 

認証取得 
非対象 評価内容を変更 評価内容を変更 

エコアクション 
21 の認証取得 

非対象 評価内
容変更 

非対象 非対象 

優良工事表彰等 非対象   新設(２)  

⑤ 新規雇用の「雇用状況」に関する事項 

・ 「雇用状況」の評価について、企業育成型では評価の対象としないこととしました。また、通常型

及び簡易型において評価点の配分を１点下げ２点としました。 

評価項目 
特別簡易型 簡易型 

企業育
成Ⅰ型 

企業育
成Ⅱ型 

通常型
Ⅰ型 

通常型
Ⅱ型 

通常型
Ⅲ型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 

雇用状況  配点１点減点 新設(２) 配点１点減点 

⑥ 総合評価点（価格評価点及び技術評価点）に関する事項 

評価項目 
特別簡易型 簡易型 標準 

型 企業育
成Ⅰ型 

企業育
成Ⅱ型 

通常型
Ⅰ型 

通常型
Ⅱ型 

通常型
Ⅲ型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 

価格評価点 85 80 80 70 65 

技術評価点 15 20 22 32 37 

総合評価点 100 100 102 102 102 

【注】総合評価点の差：特別簡易型企業育成型Ⅰ型及びⅡ型には，雇用状況の評価項目の設定なし。 
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５ 評価区分ごとの評価項目と配点 

 

前記「３ 平成 24 年度 総合評価方式試行の改正について」及び「４ 平成 24 年度の具体的な

改正点」で示した評価項目と評価点数を評価区分ごとに示すと下記のようになります。 

 

 

 

 

 

【技術評価項目における注意事項】 

① 技術評価の項目は、「工事の施工能力」、「地域・社会的貢献度」、「客観的な優良性」、「新規
雇用」及び「簡易な施工計画」から構成されています。 

② 「工事の施工能力」は、企業や配置を予定する技術者を評価するものであり、必須評価項
目です。 

③ 「地域・社会的貢献度」、「客観的な優良性」、「新規雇用」は、選択評価項目です。 
④ 従って、上記選択項目に属する評価個目は、案件ごとに定められます。（非固定です。） 
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６ 評価項目と評価基準 

 

総合評価落札方式の評価項目及び評価基準については、「自己評価にあたっての留意事項」でも

お知らせしていますが、入札案件ごとに新潟市建設工事総合評価方式試行要領で定める別記様式第

1 号（技術評価点自己評価表）により，入札公告において個別に示すこととしています。 

新潟市建設工事総合評価方式試行要領については、新潟市ホームページ（ http://www. 

city.niigata.jg.jp/business/doboku/sougou/important.html）でご確認ください。 

※ 一例として，下記に特別簡易型（通常型Ⅲ型）の技術評価点自己評価表を掲げます。 
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７ 実施スケジュール 

 

本市における総合評価落札方式の標準的な実施スケジュールは，概ね以下のとおりです。 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別簡易型 簡易型 標準型 

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

落札者の確定 

総合評価落札方式の適用の決定 

 

落札者決定基準の決定 

 

 

入札公告、落札者決定基準等の公表 

 

 
入札参加申込書提出期限 

 

 

開札・評価値の決定 

落札候補者の公開と疑義照会・審査書類の提出 

 

契 約 ⇒ 工 事 着 手 

 

 

主 な 項 目 

落札候補者に関する入札資格審査 

・ 工事難易度評価表などをもとに決定 

 （所属の区長・課長等に事前説明） 

・ 総合評価方式採用説明書の作成 

・ 総合評価方式個別説明書の作成 

・ 簡易型及び標準型については，技術評
価委員会を開催して内容を整理 

・ 簡易型及び標準型については，アドバ
イザー会議開催により意見を聴取 

 

入札書・工事費内訳書の提出期限 

 

 

別記様式第１（7,8）号の提出期限 

 

入札参加資格審査委員会等 

 

（公告時の個別説明書により公表） 

 

技術評価点自己評価表等提出期限時までの提出物 
総合評価方式関係書類 
（別記様式第 1 号：第 17 条関係 ～全ての方式） 

 簡易型・標準型に関して，（必要

がある場合，）アドバイザー会議

等により意見を聴取 

 

総合評価方式採用説明書などにより審査 

（入札参加資格要件や総合評価方式を採用す

る理由など） 

技術点の評価 

入札価格の評価・総合評価点の算出 

丌備等の場合，次順位の候補を審査 
（前項の事項より繰返しの作業を行う） 

落札者の決定、公表 

 

落札候補者となった際の提出物 
総合評価方式関係書類 

（別記様式第 2 号：第７条関係 ～全ての方式） 
（別記様式第 3 号：第７条関係 ～全ての方式） 
（別記様式第 4 号：第７条関係 ～全ての方式） 

（別記様式第 5 号：第７条関係 ～企業育成型Ⅰ 
・Ⅱ型をいて項目が設定された場合） 

（別記様式第 6 号：第７条関係 ～企業育成型Ⅰ 

をいて項目が設定された場合） 
（別記様式第 7 号：第７条関係 ～簡易型の場合） 
（別記様式第８号：第７条関係 ～標準型の場合） 

（上記、別記様式第 3 号～第 6 号までの内容を 
証明する資料） 

（入札参加申込書の提出） 
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８ 「総合評価方式個別説明書」及び「技術評価点自己評価表」について 

 

  一般競争入札の場合、入札公告において基本的な事項である「案件番号」、「工事番号」、「工事名」、

「工事場所」、「履行期限若しくは履行日数」、「申請申込締切日時」、「質疑書提出締切日時」、「電子

入札締切日時」、「工事概要」などが示され、さらに、重要な入札参加要件である「格付又は評点」、

「営業拠点」及び「実績要件」が示されます。 

総合評価方式の場合においては、上記に加えて「総合評価方式個別説明書」、「技術評価点自己評

価表」及び「自己評価にあたっての留意事項」が示されます。 

  

（１）「総合評価方式個別説明書」について 

① 総合評価方式個別説明書は、発注案件ごとに定めるものです。 

② 個別説明書上段の「総合評価方式の入札に関する事項」では、「工事番号」、「工事名」、「総

合評価方式の区分」、「パターン番号」のほか、「技術評価点自己評価表及び簡易な施工計画

書の提出」及び「評価結果の疑義照会」などの事項について説明しています。 

熟読と確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 説明書中段の「技術評価に関する事項」では、入札に参加される方の実績を評価する「工

事成績平均点」、「同種工事」、「同署・類似工事」及び「優良工事表彰等」が、「技術評価に

関する事項」の次には、「簡易な施工計画に関する事項」を掲げていますが、簡易型の場合、

案件ごとに「簡易な施工計画で求める所見」のテーマが明記されます。 

簡易型を例に説明します。 
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発注者が求めるテーマに対する「簡易な施工計画」を別記様式第7号「簡易な施工計画書」で

述べていただきますが、その際、注意事項を熟読いただき適切な提案をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

同種工事においては、 
・企業の工事成績及び配置予定技術者の工事成績の評価は、同種・類似工事の配置予定技術者の

施工実績と同様の評価内容としています。 
同種・類似工事において、 
・「企業としての施工実績」：「配置予定技術者の施工実績」＝２：１となるように設定しています。 

 区分欄明記の内容を
ご確認ください。 

【簡易な施工計画で求める所見についての注意事項】 

 上記「簡易な施工計画に関する事項」欄には、「提案にあたり、どのように実施するのか具体的

に記載してください。」・「提案に係る費用負担の増減については、設計変更の対象としません。」

と明記しています。 

出題の一例として、①「工事における振動や騒音、塵埃発生の低減に配慮した施工上の工夫」

や②「道路利用者（歩行者，自転車利用者，車両）の通行に配慮した交通管理の工夫」というテ

ーマが考えられます。 

発注者は、「施工地周辺を含む現場環境を反映した施工面での工夫」や「道路の環境と利用状況

を反映し安全配慮された交通管理の工夫」等の提案を期待するものです。 

真に実施できる提案が成されるようご注意ください。 
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  ④ 「周知事項」の欄では、入札参加者が提出すべき資料や落札候補者となった際に提出が必要

な資料を明記してありますのでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑤ 最後に、「注意を要する事項」の欄では、 

入札参加者に共通な事項として「自己評価にあたっての留意事項を参照し記入してくださ

い」と明示しています。 

・ 【注１】では、提出書類に関して「無効となる場合」など非常に重要な事項を明記して

います。 

・ 【注2】では、「技術評価点自己評価表」及び「簡易な施工計画書」を電子申請システム

で提出してくださいということをお願いしています。十分ご注意ください。 

（電子入札システム上に添付しても受け付けることができません。） 
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（２）「技術評価点自己評価表」について 

技術評価点自己評価表（別記様式第１号）は、総合評価方式個別説明書の「総合評価方式の

入札に関する事項」に記載していますように、定められた提出期限において提出する必要があ

ります。 

 

【ご注意いただきたいこと】 

① 技術評価点自己評価表（別記様式第１号）の作成にあたっては，あらかじめ新潟市建設工事

総合評価方式試行要領第17条に規定する下記別記様式第２号及び同要領第７条に規定する下

記別記様式第３号から第８号を必要に応じて作成し、記入漏れや誤りがないよう注意してくだ

さい。  

（記入漏れや誤りと認められるものがあっても、そのことについて、市は、入札参加者の方に

お知らせすることはありません。） 

 ・別記様式第２号 技術資料等の提出について 

    ・別記様式第３号 企業の技術力及び配置予定技術者の能力確認資料 

    ・別記様式第４号 地域・社会貢献度等確認資料 

    ・別記様式第５号 ボランティア活動による地域貢献の実績 

    ・別記様式第６号 雇用状況報告書 

    ・別記様式第７号 簡易な施工計画書 

    ・別記様式第８号 技術提案書 

   

② 次ページに記す「技術評価点自己評価表」の上段に掲げる項目については、次のことにご注

意ください。 

    ・ 最上段の「入札参加資格登録所在地」、「商号又は名称」、「代表者名」、「下記の工（業）

種に応じた入札参加資格者名簿格付けランクをご記入ください。」の欄は、入札参加者を

特定する部分です。漏れがないよう正確に記入してください。 

    次の工事の施工能力に掲げる項目は、必頇項目であることにご注意ください。 

    ・ 企業の能力に掲げる「工事成績（平均点）」の欄は、市で算出しますので記入の必要は

ありません。 

・ 企業の能力に掲げる「同種工事の工事成績（回数）」、「同種・類似工事の施工実績」の

欄は、あらかじめ「別記様式第３号 企業の技術力及び配置予定技術者の能力確認資料」

を作成して、誤りなく記入してください。 

    ・ 企業の能力に掲げる「総合評価方式受注回数（減点方式）」の欄は、入札参加者に係る

平成24年度総合評価方式での受注回数に応じた点数を選択して自己評価してください。 

【ご注意ください】 「技術資料自己評価表」提出締切後に、開札日，公告日，案件番号と

いう優先順で審査し，その結果，案件の落札候補者となる場合，受注者と見做し「総合

評価方式受注回数」を数えます。詳しくは，「自己評価にあたっての留意事項」をご覧

ください。 

・ 配置予定技術者の能力に掲げる「国家資格」、「同種工事の工事成績」及び「同種・類似

工事の施工実績」の欄は、それぞれ該当する欄の記載内容に応じて自己評価してください。 

 



 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 「技術評価点自己評価表」の中段以降に掲げる項目については、次のことにご注意ください。 

・ 地域・社会貢献度に掲げる項目は、選択項目です。 

    ・ 評価項目の「災害時活動協力」は、工事の施工地と災害協定の区域の関係により、「除

雪協力」は、工事の施工地と除雪協力の区域の関係により、「地域内拠点」は、工事の施

工地と本社（店）の位置の関係により評価点数が異なります。 

・ 評価項目の「新潟市消防団協力事務所」の認定基準は、必ずしも消防団への入団が認定

の条件となるものではありません。 

（詳しくは、20ページの「新潟市消防団協力事務所表示制度実施要綱」をご覧ください。） 

  

自己評価点の記入欄は、あらかじめ

プルダウン形式で該当する点数が選

択できるようにしてあります。 

説明用見本 

特別簡易型 通常型 Ⅲ型を例に説明します。 
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    ・ 評価項目の「高齢者雇用」は、これまで雇用してきた方を６０歳に到達してもなお継続

して雇用している場合（６５歳未満までを限度）に評価するものです。 

（詳しくは、自己評価にあたっての留意事項、及び21ページの「高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律」等をご覧ください。） 

・ 評価項目の「次世代育成支援への協力」は、国や地方公共団体及び事業主や国民が共に

次世代育成支援に協力する必要がありますが、事業主の協力体制を評価するものです。 

 （詳しくは、自己評価にあたっての留意事項、及び22ページをご覧ください。） 

・ 評価項目の「ボランティア活動」は、本年度見直しをした項目で、過去からの社会貢献

活動（最大過去3カ年度）を重く評価するものです。 

・ 評価項目の「市内企業の活用」は、市との請負金額に対して、市内に本社（本店）があ

る元請及び１次下請が施工する工事費総額との比率で評価するものです。 

【ご注意ください】 「市内企業の活用」における「市との請負金額に対して、市内に本社

（本店）がある元請及び１次下請が施工する工事費総額との比率」の算出の詳細につい

ては，「自己評価にあたっての留意事項」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 
 

以下に評価項目としている「新潟市消防団協力事務所」、「高齢者雇用」及び「次世代育成支援への

協力」について、関連する要綱や法律等を掲げます。ご覧ください。 

 

 

【参考１】：新潟市消防団協力事務所について 

「新潟市消防団協力事業所」については，「新潟市消防団協力事業所表示制度実施要綱」第１条に

規定する「地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ること」を推進するもので，その認定基

準は，上記第４条に示されています。 

ご確認ください。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新潟市消防団協力事業所表示制度実施要綱  

（目的）  

第１条 この要綱は，新潟市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して，消防団協力事

業所表示証を交付するために必要な事項について定め，もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推

進を図ることを目的とする。  

（用語の定義）  

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。  

⑴ 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。  

⑵ 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め，消防団協力事業所表示証を

交付した事業所等（以下「協力事業所」という。）をいう。  

⑶ 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して，消防団活動に協力する証として交付した表示証（以下

「表示証」という。）をいう。  

⑷ 消防団長等 消防団長のほか，自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。  

（表示証の交付申請及び推薦）  

第３条  （省略） 

（認定基準）  

第４条 市長は，前条第１項の規定による申請があった場合及び同条第２項の規定による推薦があった場合に

おいて，次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは，協力事業所の認定を行うもの

とする。  

⑴ 従業員等が消防団員として，相当数入団している事業所等 

⑵ 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等 

⑶ 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等 

⑷ その他消防団活動に協力することにより，地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど，市長

が特に優良と認める事業所等 

 

以下，第５条～第１４条 省略 
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【参考２】高齢者雇用の推進について 

 「高齢者雇用」については，「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」第１条に規定する目的を

推進するため，第８条に規定する「定年を定める場合の年齢」，第９条「高齢者雇用確保措置」の規

定を評価の基準としています。ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（抜粋） 

第一章 総則  

（目的）  

第一条 この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、

高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合

的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与

することを目的とする。  

（定義）  

第二条 この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。  

２ この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 

一 中高年齢者（定義については，省略）  

二 中高年齢失業者等（定義については，省略）  

３ この法律において「特定地域」とは、 （以下，省略） 

第三条 （省略） 

（事業主の責務）  

第四条 事業主は、その雇用する高年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の

諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意

欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会の確保等が図られるよう努めるものとする。  

２ 事業主は、その雇用する労働者が高齢期においてその意欲及び能力に応じて就業することにより職業生

活の充実を図ることができるようにするため、その高齢期における職業生活の設計について必要な援助を

行うよう努めるものとする。 

 

（途中省略） 

 

（定年を定める場合の年齢）  

第八条 事業主がその雇用する労働者の定年（以下単に「定年」という。）の定めをする場合には、当該定

年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事す

ることが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者について

は、この限りでない。  

（高年齢者雇用確保措置）  

第九条 定年（六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。）の定めをしている事業主は、その

雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置（以下「高年齢

者雇用確保措置」という。）のいずれかを講じなければならない。  

一 当該定年の引上げ  

二 継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続い

て雇用する制度をいう。以下同じ。）の導入  

三 当該定年の定めの廃止  

２ 事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労

働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定

により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、

前項第二号に掲げる措置を講じたものとみなす。 
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【参考３】次世代育成支援への協力について 

「次世代育成支援への協力」については，「次世代育成支援対策推進法」第１条に規定する目的を

推進するため，第５条に規定する「事業主の責務」を評価しようとするものです。 

 この評価については，「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

第 21 条に規定される事項が，「労働基準法」第 89 条の規定により行政官庁（労働基準監督署）に

届け出なければならないことを活用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 労働基準法第 89 条では，常時 10 人以上の労働者を使用する使用者の就業規則作成の義務と行政

官庁への届け出が規定されています。同法 90 条では，使用者が就業規則を作成する場合又は変更す

る場合は，労働者の代表等の意見を聞かなければならないことを規定しています。 

 

次世代育成支援対策推進法（抜粋） 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な尐子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかん

がみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を

明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世

代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的

に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資すること

を目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しよ

うとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の

整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をい

う。 

（基本理念） 

第三条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本

的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う

喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念（次条及び第七条第一項において「基本理念」という。）に

のっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなけれ

ばならない。 

（事業主の責務） 

第五条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者

の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら

次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に

協力しなければならない。 

（国民の責務） 

第六条 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体

が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。 

（以下省略） 
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 育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 21 条では，事業主が

講ずるべき措置が規定されています。 

 

 

労働基準法（抜粋） 

 

（作成及び届出の義務） 

第 89 条 常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官

庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 

1．始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を２組以上に分けて交替に就業させる場合に

おいては就業時転換に関する事項 

2．賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り

及び支払の時期並びに昇給に関する事項 

3．退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

3の 2．退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払

の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 

4．臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 

5．労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 

6．安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

7．職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

8．災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

9．表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 

10．前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、

これに関する事項 

（作成の手続） 

第 90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合

がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の

過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 

（以下省略） 

育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（抜粋） 

 

（育児休業等に関する定めの周知等の措置）  

第二十一条 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、

これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。  

一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項  

二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項  

三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項  

２ 事業主は、労働者が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、

当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければ

ならない。 

（以下省略） 
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④ 技術評価点自己評価表の客観的な優良性項目については、次のことにご注意ください。 

・ 客観的な優良性に掲げる項目は、選択項目であることにご注意ください。 

    ・ 評価項目の「ISO 9001」、「ISO 14001」及び「エコアクション21」について、 

建設工事という特性から、品質マネジメントシステムである「ISO 9001」を上位に据え

て評価することとしています。 

      「ISO 9001」、「ISO 14001」及び「エコアクション21」については、それぞれ認

証取得の有無の評価となります。 

・ 評価項目の「優良工事表彰等」は、指定区分での優良工事表彰がある場合、及び指定区

分での優良工事表彰がない場合において80点以上の工事成績評定点の工事実績がある場

合に評価となるものです。 

【参考】ISOやその他のマネジメントシステムの概要 

ISO 

(国際規格) 

ISO 9001 （品質マネジメントシステム） 

顧客に品質のよいモノやサービスを提供すること、つまり「顧

客満足」を目的にしたマネジメントシステム 

ISO 14001 （環境マネジメントシステム） 

会社を取り巻く地域の方 （々利害関係者）のために環境に悪影

響を不えないようにすること、つまり「環境保全」を目的にし

たマネジメントシステム 

ISO 27001 （情報セキュリティマネジメントシステム） 

情報の漏えいを防ぐことを目的にしたマネジメントシステム 

その他の 

マネジメント

システム 

OHSAS 

18001 

（労働安全マネジメントシステム） 

従業員が安全な労働環境の下で働けるようにすることを目的

にした目的にしたマネジメントシステム 

Pマーク （プライバシーマーク） 

個人情報の保護を目的にしたマネジメントシステム 

エコアクション

21 

（環境マネジメントシステム） 

事業は製品・サービスを含む全ての事業活動の中に、省エネル

ギー、省資源、廃棄物削減等の取り組みを行うことが求められ

ていますが、全ての事業者ガ，環境への取り組みを効果的、効

率的に行うことを目的に環境省が策定したガイドライン 

⑤ 評価項目の「新規雇用」の「雇用状況」は、公告日前日から過去1年間においての解雇や

新たな雇用について評価するものです。 
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【ご注意ください】 「新規雇用」における「雇用状況」評価について、加点が１点を超える

加点評価の件数は、３件までとしています。総合評価点の算定は、開札日を基準日とし、

同日に開札される案件が複数ある場合は、案件番号の若い順番に総合評価点を決定します。 

なお、「１点を超える加点」が可能な入札参加者は、案件ごとに「１点を超える加点」

とするか、「１点」とするかは、自由に選択できます。 

詳しくは、自己評価にあたっての留意い自己をご覧ください。 

 

⑥ 技術評価点自己評価表の最後部に掲げるものについて、 

    ・ 周知事項として、「工事成績評定点の取り扱い」、「総合評価方式の受注回数と共同企業

体の関係」及び「次世代育成支援の意味合い」を記載しています。 

    ・ 当該総合評価方式案件においては、配置を予定する技術者の資格や施工実績等を評価し

ます。評価の対象とできる技術者については４名を限度にしていますので、注意事項を熟

読の上、記載欄にそれぞれ必要事項を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 履行の確保と確認 （受注者の方へ 特にご注意いただきたいこと） 

  

新潟市建設工事総合評価方式試行要領の総合評価点算定基準（平成２４年４月１日改正施行）の

「９ 工事成績評定の減点」において、次のように規定しています。 

 

 （１） 簡易な施工計画書及び技術提案書に記載された内容が，受注者の責により満足できな

い場合は，工事成績評定点の減点を行う。減点値は，次の算式により算定する。 

 

①「簡易な施工計画」や「技術提案書」 

 減点値＝８点×（α－β）／α（小数点以下第１位四捨五入整数止） 

       α：落札時の「簡易な施工計画書」及び「技術提案書」に係る技術評価点 

β：達成度合いに応じて｢簡易な施工計画｣及び｢技術提案｣に係る得点を再計算した技

術評価点 

        ※８点：新潟市工事成績評定実施要領の考査項目「法令遵守等」の文書注意相当 
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②「技術資料に記載された配置予定技術者の内容」 

減点値＝８点×（α－γ）／α（小数点以下第１位四捨五入整数止） 

α：落札時の「配置予定技術者の内容」に係る技術評価点 

γ：達成度合いに応じて「配置予定技術者の内容」に係る得点を再計算した技術評価点 

       ※８点：新潟市工事成績評定実施要領の考査項目「法令遵守等」の文書注意相当 

③「市内企業の活用の評価基準に示す割合」 

     減点値＝８点×（α－κ）／α（小数点以下第１位四捨五入整数止） 

       α：落札時の「市内企業の活用」に係る技術評価点 

       κ：達成度合いに応じて「市内企業の活用」に係る得点を再計算した技術評価点 

        ※８点：新潟市工事成績評定実施要領の考査項目「法令遵守等」の文書注意相当 

   

 

 

【要注意点】 

(1) 上記①「簡易な施工計画や技術提案書」に関しては、「別記様式第７号 簡易な施工計

画書」（前出）において、『市では，「簡易な施工計画」における具体的な施工計画の提

案において，提案にかかる費用負担の増減については，設計変更の対象としないこととし

ております。提案にあたって，ご留意ください。』と明示しています。 

基本的には、過度な提案をすることなく、あくまでも「市が求めるテーマに対する具体

的な工夫」を提案するよう心がけていいただき、工事竣工時において、提案された事項が

未達成とならないようご注意ください。 

工事竣工時に提案された事項が未達成の場合には、工事成績評定点の減点がされること

となりますのでご注意ください。 

(2) 上記②「技術資料に記載された配置予定技術者の内容」に関して、「別記様式第３号 企

業の技術力及び配置予定技術者の能力確認資料」（前出）において、配置予定技術者の届出

をしていただきますが、工事契約期間において、受注者の責により配置技術者の交替が必

要となった場合、交代後の配置技術者の資格や施工実績等について再確認し、総合評価点

算出時と比較します。 

その結果、総合評価点算出時の評価点より減点となる場合には、工事成績評定点の減点

がされることとなりますのでご注意ください。 

(3) 上記③「市内企業の活用の評価基準に示す割合」に関しては、「別記様式第１号 技術

評価点自己評価表」において自己評価していただくこととしていますが、工事竣工時にお

いて、市内企業の活用状況についての確認をします。 

確認の結果、未達成の場合には、工事成績評定点の減点がされることとなりますのでご

注意ください。 



 27 
 

１０ その他の事項 

 

（１）学識経験者からの意見聴取 

地方自治法施行令第167条の10の２第４項及び第5項，並びに地方自治法施行規則第12条

の４により、以下の手続きを行う際には、２名以上の学識経験者からの意見を聴取します。 

    （意見を聞く学識経験者については，新潟市建設工事総合評価方式試行要領第12条におい

て規定していますが，中立・公正な立場から判断することができる者として、大学教授及び

行政職員（国土交通省北陸地方整備局の職員）を対象に土木系・建築系それぞれの学識経験

者を選任し、個々の工事ごとに、その選任された者のうち、２名以上から意見を聴取します。） 

・ 落札者決定基準を定めようとするとき 

・ 落札者を決定しようとするとき（※） 

※ 落札者決定基準を定めようとするときに学識経験者から意見を聴く必要があるとの

意見が述べられた場合。 

 

（２）説明要求等の対応 

総合評価に関する結果については，新潟市ホームページ（財務部契約課のページ）で公開し

ます。 

この結果に関して疑義がある場合，入札参加者は、評価結果の公開日の翌日8時30分から

３日（閉庁日を除く）とし、最終日の17時00分までに、疑義の内容を記して下記メールアド

レスまでメールにて提出することになります。 

都市政策部技術管理センター技術管理課（Ｅ -mail :g i jutsu@city .ni igata.jg. jp） 
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【参考資料】 

地方自治法施行令＜抜粋＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法施行規則＜抜粋＞ 

 

 

 

 

（総合評価落札方式） 

第 167条の 10の２ 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出の原

因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第 234

条第３項本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格

の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体

にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。 

（低入札価格調査制度による総合評価落札方式） 

２ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結し

ようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当

該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結する

ことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、同

項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みを

した他の者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申

込みをした者を落札者とすることができる。 

３ 通地方公共団体の長は、前二項の規定により落札者を決定する一般競争入札（以下「総合評価一

般競争入札」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込

みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するための基準

（以下「落札者決定基準」という。）を定めなければならない。 

（学識経験者） 

４ 普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるところに

より、あらかじめ、学識経験を有する者（次項において「学識経験者」という。）の意見を聴かなけ

ればならない。 

（学識経験者） 

５ 普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準

に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を

聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定し

ようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。 

６ 普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、当該契約につい

て第 167 条の 6 第 1 項の規定により公告するときは、同項の規定により公告をしなければならない

事項及び同条第 2 項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価一般競

争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準についても、公告をし

なければならない。 

 

（学識経験者） 

第 12 条の４ 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第 167 条の 10 の２第４項及び第５項（こ

れらの規定を同令第 167 条の 13 において準用する場合を含む。）の規定により学識経験を有する者

の意見を聴くときは、二人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 
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新潟市建設工事一般競争入札実施要綱（平成 23 年 11 月 30 日改正施行）＜抜粋＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （趣旨） 

第1条 （省略） 

 

（対象工事） 

第２条 この要綱により制限付き一般競争入札の対象とする建設工事（以下「対象工事」という。）は，

全体工事費が概ね１千万円以上の工事で，新潟市請負工事入札参加資格要件等審査委員会又は新潟市

請負工事等区役所審査委員会（以下「委員会」という。）が指定したものとする。 

２ 前項のほか，委員会が工事の性格等に照らし，制限付き一般競争入札によることが適当と認める工

事 

 

第３条～第７条 （省略） 

 

(入札参加資格の審査及び落札者の決定) 

第８条 市長は，落札候補者の入札参加資格を審査し，落札候補者が入札参資格を有していると認めた

場合は，落札者として決定し，その旨を入札参加資格審査結果通知書（別記様式第６号）により落

札者に通知するとともに，速やかに公表するものとする。 

２ 前項の審査において，落札候補者が入札参加資格を有していないと認めた場合は，当該落札候補者

を失格とし，入札参加資格審査結果通知書（別記様式第６号）により理由を付して，当該落札候補

者に通知するものとする。 

３ 第２項の場合において，第６条第１項の入札の次順位者を新たな落札候補者として通知し，入札参

加資格の審査を行うものする。この規定は落札候補者が入札参加資格を有していると認められるま

で順次行うものとする。 

４ 落札決定までに，落札候補者が，第３条第１項各号に示すいずれかの入札参加資格を満たさなくな

ったとき（同条同項第５号については，「入札執行日までの間」を「落札決定までの間」と読みか

えるものとする。）は，当該落札候補者を失格とする。 

５ 第１項の審査は，入札書，工事費内訳書，第７条第１項の規定により提出された書類により行うも

のとする。 

６ 入札参加資格の審査は，入札参加資格審査書類が提出された翌日から起算して原則として４日（休

日を含まない。）以内に行うものとする。 

 

第９条以降 （省略） 
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新潟市建設工事総合評価方式試行要領（平成 24 年４月１日改正施行） 

 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，新潟市建設工事一般競争入札実施要綱（以下「入札実施要綱」という。）第１条

に規定する制限付き一般競争入札において，工事の品質確保を目的として価格及び価格以外の技術

的な要素を総合的に評価して落札者を決定する方式（以下「総合評価方式」という。）に関して必要

な事項を定める。 

２ この要領によるもののほかは，入札実施要綱によるものとする。 

 

（定義） 

第２条 総合評価方式とは，価格及び価格以外の技術的な要素を評価の対象として，品質や施工方法

等を総合的に評価し，技術力と価格の両面から最も優れたものをもって申し込みをした者を落札者

とする方式をいう。 

２ 総合評価方式は，当該工事の難易度等に応じて以下の５つの方式に区分する。 

(1) 特別簡易型 

技術的な工夫の余地が小さい工事で，施工の確実性を確保するため，同種工事における工事成

績又は施工実績並びに同種・類似工事における施工実績等の技術力と価格とを総合的に評価する

ものとし、次に掲げるものとする。 

① 特別簡易型 企業育成型 

   比較的小額な工事において，必要とする技術力を保持している企業を評価するもの 

 ② 特別簡易型 通常型 

   比較的小額な工事以外の工事において，必要とする技術力の保持に加えて地域や社会への貢

献をしている企業を重視して評価するもの 

(2) 簡易型 

  技術的な工夫の余地が小さい工事で，施工の確実性を確保するため，同種工事における工事成

績及び施工実績並びに同種・類似工事における施工実績等に加え，簡易な施工計画の提案を求め，

技術力と価格とを総合的に評価するもの 

(3) 標準型 

技術的な工夫の余地の大きい工事で，工事内容を実現するための施工上の技術提案を求める場

合において，同種工事における工事成績及び施工実績並びに同種・類似工事における施工実績等

に加え，安全対策，交通・環境への影響，工期の縮減等の観点から技術提案（具体的な施工計画）

の提出を求め，技術力と価格とを総合的に評価するもの 

(4) 高度技術提案型 

技術的な工夫の余地の大きい工事で，構造物の品質向上を図るための高度な技術提案を求める

場合において，同種工事における工事成績及び施工実績並びに同種・類似工事における施工実績

等に加え，強度，耐久性，維持管理の容易さ，環境の改善への寄与，景観との調和，ライフサイ

クルコスト等の観点から高度な技術提案を求め，技術力と価格とを総合的に評価するもの 

 

（工事の選定） 

第３条 総合評価方式による工事の選定に当たっては，以下の基準による。 

(1) 特別簡易型又は簡易型を適用する工事 

技術的な工夫の余地が小さい工事で，新潟市請負工事入札参加資格要件等審査委員会又は新潟

市請負工事等区役所審査委員会（以下「審査委員会」という。）が適当と認める工事 

(2) 標準型又は高度技術提案型を適用する工事 

以下の一に該当する工事で，審査委員会が適当と認める工事 
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① 総合的なコスト縮減に関する技術提案 

入札者の提示する性能等によって，工事に関連して生ずる補償費や維持更新費を含むライフ

サイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生ずると認められる工事 

 ② 社会的要請への対応に関する技術提案 

環境の維持，交通の確保，特別な安全対策，省資源対策又はリサイクル対策等社会的要請へ

の対応を必要とする工事であって，入札者の提示する性能等によって，工事価格の差異に比べ

て対策の達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事 

 ③ 工事目的物の性能・機能の向上に関する技術提案 

入札者の提示する性能等によって，工事価格の差異に比べて，工事目的物の初期性能の持続

性，強度，安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生ずると認められる工事 

 ④ その他標準型又は高度技術提案型に適すると認められる工事 

２ 前項に規定する基準のほか，工事の選定に当たっては，別に定める工事難易度評価表での判定結

果を参考にするものとする。 

 

 （技術評価委員会の設置） 

第４条 総合評価方式を実施する場合において，価格以外の技術的な要素の審査及び評価等を行うた

め，技術評価委員会を設ける。ただし，第２条第２項第１号に規定する特別簡易型を適用する場合

は，技術評価委員会の議によらず，当該工事の担当課長又は担当次長若しくは総合評価方式に係る

事務を所掌する課長（以下「担当課長等」という。）が審査及び評価を行うことができる。 

２ 技術評価委員会及び担当課長等は，評価を行うための事務の一部を別に定める委託実施要領によ

り外部に委託することができる。 

 

（入札参加資格） 

第５条 総合評価方式による入札に参加することができる者に必要な資格（以下「入札参加資格」と

いう。）は，入札実施要綱第３条の規定によるものする。 

 

（入札公告） 

第６条 総合評価方式を行おうとする場合は，入札実施要綱第４条に規定する入札公告（以下「公告」

という。）に次の各号に掲げる事項を明示して公告するものとする。 

(1) 当該工事が総合評価方式の対象工事であること。 

(2) 総合評価の方法及び落札者の決定方法 

(3) 技術資料等の提出方法及び期間 

(4) 受注者の責により，技術資料の内容が満足できない場合の措置 

(5) その他総合評価方式を行う上で必要な事項 

 

（技術資料等） 

第７条 前条第３号の技術資料等は，次の各項に定めるものとする。 

２ 第２条第２項第１号に掲げる特別簡易型の場合においては，次の各号に掲げるものとする。 

(1) 企業の技術力及び配置予定技術者の能力確認資料（別記様式第３号） 

(2) 地域・社会貢献度等確認資料（別記様式第４号） 

(3) ボランティア活動による地域貢献の実績（別記様式第５号） 

(4) 雇用状況報告書（別記様式第６号） 

(5) 工事成績，施工実績を証明する資料 

(6) 第１号から第４号の書面に記載した内容を証明する資料 
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３ 第２条第２項第２号に掲げる簡易型の場合においては，前項に掲げる技術資料等に「施工上の課

題に対する技術的所見を記した簡易な施工計画書（別記様式第７号）」を加えるものとする。 

４ 第２条第２項第３号に掲げる標準型の場合においては，第２項に掲げる技術資料等に発注者が標

準として示した図面及び仕様書（以下「標準案」という。）の内容に対しての「標準案と同等又は優

れた技術提案及び当該技術提案に係る具体的な施工計画（以下「技術提案」という。）を記した技術

提案書（別記様式第８号）」を加えるものとする。 

５ 第２条第２項第４号に掲げる高度技術提案型の場合においては，前項に掲げる標準型を応用する

こととし，その都度個別に定める。 

 

（技術評価点自己評価表の提出と審査） 

第８条 入札参加者は，前条第２項第１号から第４号まで，並びに第５号のうち工事成績及び施工実

績に関する事項を技術評価点自己評価表（別記様式第１号）に取りまとめ作成し，公告に定める期

間及び方法により提出しなければならない。 

２ 担当課長等は，入札参加者が提出した前項に規定する技術評価点自己評価表を審査するものとす

る。 

３ 第１項で定める技術評価点自己評価表を公告で定める期間に提出しない場合は，その入札は失格

とする。 

 

（入札参加申請及び書類の準備・提出） 

第９条 総合評価方式による入札に参加しようとする者は，公告に定める期限及び方法により一般競

争入札参加申請（入札実施要綱別記様式２号）を市長に対して行わなければならない。 

２ 前項の行為を行なった者は，公告に定める資料を公告に定める期間及び方法により提出しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の入札参加申請を行ったものは，入札日の前日までに入札実施要綱第５条第２項に掲げる

入札参加資格審査書類，第７条に規定する技術資料等及び技術資料等を証明する書類を用意してお

かなければならない。 

４ 入札参加申請をした者が特定共同企業体である場合は，前項の規定に加えて入札実施  要綱第

５条第３項に掲げる入札参加資格審査書類を用意しておかなければならない。 

 

（技術資料等の審査及び評価） 

第 11 条 第４条に規定する技術評価委員会若しくは担当課長等は，第７条に規定する技術資料等の審

査及び評価を行う。 

２ 技術資料等の評価を行う場合は，必要に応じ，入札参加者に対してヒアリングを実施することが

できる。 

３ 第２条第２項第２号から第４号に規定する簡易型，標準型，高度技術提案型を適用する場合にお

いて，前２項のほか技術評価委員会の運営等に関し必要な事項は，別に定める。 

４ 第７条第３項で規定する簡易な施工計画書及び同条第４項で規定する技術提案書の内容が白紙の

場合並びに第９条第２項に規定する公告で定める期間に公告で定める資料を提出しない場合は，そ

の入札は失格とする。 

 

（学識経験者への意見聴取） 

第 12 条 市長は，地方自治法施行令第 167条の 10の２第４項及び第５項（同令第 167 条の 13により

準用する場合を含む。），同法施行規則第 12条の４の規定に基づき，総合評価方式における落札者決

定基準を定めようとするときは，あらかじめ，２人以上の学識経験を有する者（以下「学識経験者」

という。）の意見を聴かなければならない。 
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２ 前項の規定による意見の聴取において，併せて，当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定し

ようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし，改めて意見

を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には，当該落札者を決定しようとするときに，あらか

じめ，学識経験者の意見を聴かなければならない。 

３ 前２項において意見を聴取する学識経験者を，新潟市建設工事総合評価アドバイザー（以下「ア

ドバイザー」という。）と称し，その意見聴取等に関し必要な事項は，別に定める。 

 

（技術提案の改善） 

第 13 条 技術評価委員会は，技術提案において，内容の一部を改善することでより優れた技術提案と

なる場合や提案の不備を解決できる場合は，提案者に対し，当該技術提案の改善を求め又は改善を

提案する機会を与えることができる。 

 この場合，技術評価委員会は，透明性，公正性の確保のため，技術提案の改善に係る過程につい

て，その概要を速やかに公表しなければならない。 

 

（高度の技術等を含む技術提案を求めた場合の設計額） 

第 14 条 当該工事の担当課長等は，新技術及び特殊な施工方法等の高度な技術又は優れた工夫を含む

技術提案を求めた場合には，経済性に配慮しつつ，各々の提案とそれに要する費用が適切であるか

を審査し，最も優れた提案を採用できるよう設計額を作成することができる。 

２ 前項の場合において，当該技術提案の審査に当たり，アドバイザーの意見を聴くものとする。 

 

（総合評価の方法及び落札候補者の決定） 

第 15 条 総合評価の方法は，以下に示した方法により，予定価格の制限の範囲内で入札価格に基づい

て算定した価格評価点に，入札参加者から提出された技術資料等について，各評価項目を点数化し

た得点の合計点（以下「技術評価点」という。）を加えたものを総合評価点（以下「評価点」という。）

とする加算方式によるものとする。 

なお，価格評価点及び技術評価点の配点及び算定基準については，別に定める。 

   評価点＝価格評価点＋技術評価点 

２ 入札参加者より提出された第７条に規定する技術提案等の内容が，現場条件等により確実に実施

することができない場合は，当該技術提案等の一部を採用せず評価の対象外とすることができる。 

３ 第１項及び前項の規定により評価点の最も高い入札参加者を落札候補者とする。 

４ 評価点の最も高い者が 2 人以上あるときは，くじ引きにより落札候補者を決定する。 

 

（落札候補者の公開と疑義照会） 

第 16 条 第 11 条第１項の規定により技術資料等の評価を行った者は，前条に規定する落札候補者の

決定に関し，評価の経過等を明らかにした評価調書を整備しなければならない。 

２ 総合評価方式により落札候補者を決定したときは，速やかに次の事項を公開しなければならない。 

(1) 入札参加者名 

(2) 各入札参加者の入札金額 

(3) 各入札参加者の価格評価点 

(4) 各入札参加者の技術評価点 

(5) 各入札参加者の評価点 

３ 入札参加者は，前項の規定により公開された評価点等について，疑義の照会をすることができる。 

４ 前項の規定により照会があった場合は，その結果を当該入札参加者に速やかに回答するとともに，

公開するものとする。 
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（入札参加資格審査書類等の提出） 

第 17 条 落札候補者は，落札候補者とする旨の宣言又は通知を受けた日の翌日（休日を含まない。）

までに，入札実施要綱第７条に規定する入札参加資格審査書類及び入札参加資格審査書類の提出に

ついて（別記様式第５号）並びに第７条に規定する技術資料等及び技術資料等の提出について（別

記様式第２号）を持参提出しなければならない。 

２ 落札候補者が前項の規定による提出期限内に前項に規定する書類を提出しないとき，又は落札候

補者が入札参加資格審査のために市長が行う指示に従わないときは，当該落札候補者の入札を無効

とする。 

 

（入札参加資格の審査及び落札者の決定） 

第 18 条 入札実施要綱第８条の規定は，総合評価方式に準用する。この場合において，同要綱同条第

３項中「入札の次順位者」とあるのは「評価点の次順位者」と読み替えるものとする。 

 

 （技術資料の担保） 

第 19 条 落札者は，契約後，提出した技術資料等に基づき施工しなければならない。 

２ 契約後，落札者の責により，第 17条の規定により提出された技術資料等の内容が満足できない場

合は，以下の措置を講じる。ただし，第 15 条第２項の規定により採用されなかったものを除くもの

とする。 

(1) 技術資料等の内容と施工等の内容に著しい差異があるときは，市の工事請負契約約款第 45 条

の規定による契約解除を行うことができる。 

(2) 新潟市工事成績評定実施要領に規定する工事成績評定において，評定点の減点を行う。 

 

（技術資料の秘密の保持） 

第 20 条 提出された技術資料等については，公にすることにより，入札参加者等の権利，競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがあり，新潟市情報公開条例第６条第３号アに該当するため，

公開しないものとする。 

 

（技術提案内容の使用） 

第 21 条 技術提案については，その後の工事においてその内容が一般的に使用されている状態となっ

た場合，提案者に通知することなく，新潟市が発注する工事に無償で使用できるものとする。ただ

し，工業所有権等の排他的使用を有する提案についてはこの限りでない。 

 

（書類等の作成費用） 

第 22 条 入札参加申請者が技術資料等の作成に要した一切の費用は，入札参加申請者の負担とする。 

 

（その他） 

第 23 条 この要領に定めのない事項及びこれによりがたい事項については，必要に応じて別に定める

ものとする。 

 

附 則 

１ この要領は，平成１８年７月１８日から施行する。 

（途中省略） 

附 則 

１ この要領は，平成２４年４月１日から施行する。 

 


